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沼田市を明るく住みよいまちにしていくためには、市民の考え

が市の 行 政
ぎょうせい

（市が行う仕事）に反映
はんえい

されるようにすることが必要

です。 

しかし、市民全員が集まって話し合いをすることはできません。

そこで、市民の選挙
せんきょ

によって選ばれた代表（議会
ぎ か い

：市議会議員
ぎ い ん

）

が 条 例
じょうれい

（市のルール）を制定
せいてい

したり、市長が 提 出
ていしゅつ

した予算
よ さ ん

（市

が計画した仕事につかう予定のお金）を審議
し ん ぎ

して決めたりします。

市長は、議会の決めたことにしたがって計画を執行
しっこう

（実行）しま

す。そのことから、議会は『議決
ぎ け つ

機関
き か ん

』と呼ばれ、市長は『執行
しっこう

機関
き か ん

』と呼ばれています。 

また、議会は、市長などが行う仕事を調査
ちょうさ

したり、検査
け ん さ

したり

するほか、多くの権限
けんげん

を持って活動しています。 

議会は、市民が議員を通して市の行政（仕事）に参加するため

に、大切なところです。 
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○議員 

 

 

 

○議長・副議長 

 

 

 

○定例会と臨時会 

 

議員は、満
まん

18歳
さい

以上の市民の選挙で選ばれますが、議員になる

市民は 25 歳以上でなければなりません。議員の任期
に ん き

（議員の仕

事をする期間）は 4 年です。沼田市議会議員の定数
ていすう

は、『沼田市

議会議員定数条例』で１８人と決められています。 

議長
ぎちょう

と副議長
ふくぎちょう

は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代

表し、会議の秩序
ちつじょ

や議事
ぎ じ

（審議して決めるまでのすべての流れ）

の整理などの権限が与えられています。副議長は、議長を助け、

議長が不在
ふ ざ い

のときなどに議長の仕事を代わって行います。 

議会は、年に 4 回開かれる定例会
ていれいかい

（3 月・6 月・9 月・12 月）

と、急いで決めなければならない問題が起きたときに開かれる

臨時会
りんじかい

があります。通常は市長が 招 集
しょうしゅう

して開かれます。会期
か い き

（議

会が開かれる期間）や会議の進め方などは議会で決めます。 
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○本会議 

 

 

 

 

○一般質問 

 

 

○委員会 

 

 

 

 

 

 

 

定例会や臨時会で、議員が議事堂
ぎ じ ど う

に集まって開く会議を本
ほん

会議
か い ぎ

といいます。 

本会議は、議員が条例を制定したり、議案
ぎ あ ん

（市長が計画した仕

事）を審議したりして、議会の意思（考え）を決めるためのもの

です。 

議員が市の予算や仕事について、市長に対して質問をしたり、

意見を言ったりするものです。 

一般質問は、定例会で行われます。 

市の仕事は広い分野にわたり、いろいろな制度でなりたってい

ます。 

委員会は、議案などをいくつかの部門に分けて専門的に審査
し ん さ

す

るために議会の中におかれた機関（組織）です。委員会には、い

つでも設置されている『 常 任
じょうにん

委員会』と、必要なときに設置する

ことのできる『特別委員会』があります。 

『常任委員会』には、市の仕事を 3 つに分けて担当する 3 種類

の委員会〔総務
そ う む

文 教
ぶんきょう

常任委員会・民生
みんせい

福祉
ふ く し

常任委員会・経済
けいざい

建設
けんせつ

常任委員会〕があります。 

『特別委員会』には、市の予算を審査するための『予算審査特

別委員会』（3 月定例会）と、市の決算
けっさん

(市の計画した仕事につか

ったお金)を審査するための『決算審査特別委員会』（9 月定例会）

があります。 

また、議会の進め方がスム－ズに行われるように、会議に関す

るルールなどを協議（相談）するための『議会
ぎ か い

運営
うんえい

委員会』があ

ります。 
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○議決 

 

 

 

 

 

 

 

議会には、地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

という法律でいろいろな権限が与えられ

ていて、次のような仕事をしています。 

議場
ぎじょう

で各議員が賛成・反対の考えを表すことによって得られる

議会の意思を議決
ぎ け つ

といい、可決
か け つ

・否決
ひ け つ

で表されます。次のような

ときに議決が必要です。 

・条例を制定
せいてい

、改正
かいせい

、廃止
は い し

するとき 

・予算
よ さ ん

を定
さだ

めるとき 

・決算
けっさん

を認
みと

めるとき 

・特に大切
た い せ つ

な工事の契約
けいやく

を結ぶとき 

・市の財産
ざいさん

の取得
しゅとく

や処分
しょぶん

 

・市町村の合併
がっぺい

 

・法律や条例で決められている大切
た い せ つ

なこと 
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○選挙 

 

○同意 

 

 

○調査・検査 

 

○意見書の提出 

 

○請願・陳情の受理 

 

 

 

 

 

議長・副議長などの選挙をします。 

市長が、副市長、教育長、監査
か ん さ

委員などを任命
にんめい

するときに同意

を与えます。 

市の仕事が正しく行われているかどうかの調査・検査をします。 

市民のくらしがよくなるように、国などに意見書を提出します。 

市民の意見や考えを市の行政に反映させるため、『請願
せいがん

や 陳 情
ちんじょう

』

（市民などから寄せられる要望）を受け付けて審査します。 
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○会議の公開 

 

 

○定足数
ていそくすう

 

 

 

○過半数
かはんすう

議決
ぎ け つ

 

 

 

○一事
い ち じ

不再議
ふ さ い ぎ

 

 

 

 

議会
ぎ か い

が市長などからの提案
ていあん

に賛成すると

きは、ふつう過半数
か は ん す う

の議員が賛成するこ

とが必要
ひつよ う

です。 

議会
ぎ か い

の話し合いは、ふつう誰でも見る

ことができます。 

議員の定数（１８人）の半数以上の出席がないと会議は開けま

せん。 

議会
ぎ か い

の話し合いは、ふつう議員の半数 

以上が出席することが必要
ひつよう

です。 

市議会の会議は、原則として公開して行います。 

議決するときは、ふつう出席議員の過半数
か は ん す う

以上の賛成が必要で

す。賛成と反対の数が同じ場合は議長が決めることになります。 

一度決定されたことについて、同じ会期中に同じような議案は

審議できません。 
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○会期
か い き

不継続
ふけいぞく

 

 

 

 

○その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会には、会議を民主的
みんしゅてき

にスムーズに行うためのル－ルがあり

ます。主なものを紹介します。 

会期中に議決にならなかった議案は、次の会期に持ちこしませ

ん。ただし、引き続き審議することを決定すれば次の定例会まで

持ちこすことができます。 

発言の自由、討論
とうろん

（賛成か反対の意見をいうこと）の自由など

があります。 

議会の定例会や臨時会などの話し合いは議場で行われます。 

議場は、テラス沼田５階にあります。 

◎傍 聴
ぼうちょう

…議場で行われる会議の話し合いを市民が見たり、聞いた

りするための傍聴席
ぼうちょうせき

があります。傍聴はしずかにしていればだ

れでもできます。 
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開会

提出者の説明

委員会付託

委員長報告

質疑

討論

閉会

反対か賛成かの意見をいいます。 

反対か賛成かを出席議員の過半数で決めます。 採決
さ い け つ

 

質疑
し つ ぎ

 

議案の上程
じょうてい

 

議長が宣言
せんげん

します。議員定数（１８人）の半数

以上の出席が必要です。 

提出者が議案の提出理由を説明します。 

議案には、市長から提出されるものと議員から

提出するものがあります。 

議案の疑問点をただします。 

すべての議案の採決が終わると閉会になりま

す。採決の結果は、市長に通知され、これをも

とに仕事を進めます。 

議案をさらにくわしく専門的に審査するため、

委員会に送ることがあります。 

委員会の審査の経過と結果を報告しま

す。 

委員長の報告に対して質疑します。 

委員会では、さらにくわ

しく説明を受け、質疑、

討論、採決を行います。 


